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２　事業の目的
毎年、神奈川労働局・ハローワークと共催で、市内企業等を中心に合同就職面接会（以下、面
接会とする）を開催しているが、この面接会の認知度を高めることによって参加者数の増加を図り、また参加者への個別支援により面接回数を高め、求人企業および求職者双方の希望にあった、ミスマッチの少ない就労を促進する。
具体的には、参加者に向けた個別カウンセリングをとおして、求人情報や職業訓練校の紹介、次に実施する面接会の案内など、個々の事情に合わせたサービスの提供などを行っていく。
また、Web広告などやセミナーを活用した広報の強化を行い、面接会参加者の増加につなげていく。就職決定後は継続的なフォローによる定着支援を行い、孤独・孤立への予防を図っていく。

３　事業の概要
（１）事業期間
令和７年度から令和８年度の２か年とする。
（２）契約期間
ア　委託契約は単年度ごとの締結とする。
イ　令和７年度の委託期間は、契約締結日から令和８年３月31日とする。
ウ　令和８年度の委託契約については、令和７年度の業務実績等の履行状況を適正に審議した
上で、局業者選定委員会で次年度の契約を決定する。
　エ　令和８年度において予算の減額又は削除があった場合は、当該事業は縮小又は中止する。　
　　　オ　令和８年度の局業者選定委員会で、次年度の契約の相手方として決定されなかった場合は、その理由を付して通知する。
（２）概算業務価格
　ア  令和７年度の参考見積書は、業務価格8,000千円（税込）を上限として作成すること。
　イ　提案書は、令和７年度及び令和８年度の業務価格の上限を8,000千円（税込）と想定し作
成すること。ただし、このことをもって令和８年度の業務価格を拘束又は保証するものでは
ない。
（３）履行場所
　　　　各面接会会場（横浜市内）。また継続した支援については、オンラインや電話を中心に対応
する。オンラインや電話対応については、受注者の用意する場所にて実施すること。Webで情報掲載する場合は、受注者の用意する場所にて実施するか、横浜市の就職応援ポータルサイト「ハマワーク」経由で行うこと。
（４）事業対象者
市内在住・在勤・在学で就職を希望する18歳以上の者。ただし、支援メニューによっては、対象が限定される。

４　委託業務概要
　　詳細は、別添「合同就職面接会機能拡充事業　業務委託　業務説明資料　別紙」のとおり。
※当事業において最低限実施していただきたい内容となっている。これらに加えて、成果を
上げるために効果的と考える支援メニューがある場合には、適宜企画書にて提案すること。
（1） 委託内容
ア　面接会参加者増加のための広報業務
イ　就職支援セミナーなどの面接会対策業務
ウ  面接会参加検討者への個別支援業務
エ  定着および継続支援業務
オ  市内地域別中小規模面接会の開催

（２）提出物
　ア　業務報告書（月報）
　イ　業務完了報告書（年報）
・冊子（Ａ４版　簡易製本）　３冊
・電子データ：ＵＳＢメモリに記録したもの　 １式
・その他業務関連資料（電子データ及び紙データ）　１式

５　委託料の支払い
委託料は、「業務完了報告書」及び「委託完了届出書」を提出後、検査終了を経て、適法な請
求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。

６　業務進行上の注意
（１）契約時の仕様書の確定については、提案内容の仕様書への反映等について、横浜市と受託者
との間で協議を行い、詳細な仕様書を調整の上、契約を締結するものとする。
（２）当該業務は、横浜市契約規則及び横浜市委託契約約款や「電子計算機処理等の契約に関する
情報取扱特記事項」及び「個人情報取扱特記事項」「ＷＥＢページ作成基準」等関係法令を
　　　遵守するほか、仕様書に基づき実施すること。
（３）仕様書に明記されていない事項及び業務上生じた疑義については、委託者と協議して定める。

７　契約時の仕様書の確定
契約時の仕様書の確定については、提案内容の仕様書への反映等について、横浜市と受託者と
　　の間で協議を行い、詳細な仕様書を調整の上、契約を締結するものとする。
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